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い
わ
ゆ
る
保
安
処
分
の
最
近
の
動
向

西

イ
ツ

ス
イ
ス
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
中
心
と
し
て
｜
｜

宮

津

浩

は
じ
め
に

一
西
ド
イ
ツ
の
動
き

二
ス
イ
ス
の
動
き

三
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
動
き

む
す
び

tま

じ

め

今
か
ら
一
五
年
ほ
ど
前
の
昭
和
四
三
年
に
続
い
て
昭
和
四
五
年
に
も
、
西
ド
イ
ツ
刑
法
改
正
に
お
い
て
「
改
善
処
分
」
の
一
つ
と
し

て
提
案
さ
れ
た
「
社
会
治
療
処
分
」
を
テ
l
マ
と
し
た
論
文
を
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
後
、
「
社
会
治
療
」
を
め
ぐ
る
西
欧
の

実
務
の
動
向
は
、
加
藤
久
雄
の
精
力
的
な
研
究
に
よ
り
、
正
確
に
解
明
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
努
力
は
、
わ
が

国
の
刑
事
立
法
に
対
し
て
殆
ん
ど
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
に
い
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、

「
社
会
治
療
処
分
」
は
、
西
ド
イ
ツ
の
刑
法
新
総

則
に
「
改
善
処
分
」
の
一
つ
と
し
て
新
設
さ
れ
た
当
時
は
大
い
に
期
待
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
後
、
施
設
面
で
の
対
応
が
遅
れ
、
関
連
85 



規
定
の
施
行
は
何
回
と
な
く
延
期
さ
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
た
め
で
も
あ
る
。
そ
の
問
、
施
設
内
で
の
処
遇
の
効
果
に
対
す
る
根
本

的
な
疑
問
も
提
示
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
昨
今
は
、
社
会
治
療
を
規
定
す
る
六
五
条
の
削
除
が
、
州
政
府
関
係
者
の
合
議
体
レ

<4
}

ベ
ル
で
検
討
さ
れ
て
い
る
と
伝
え
ら
れ
る
一
方
、
刑
事
政
策
に
発
言
力
の
あ
る
学
者
達
が
、
同
条
の
存
置
を
強
く
求
め
て
も
い
る
。
情

86 

勢
の
展
開
は
予
断
を
許
さ
な
い
。

こ
の
動
き
は
、
「
社
会
治
療
処
分
」
と
い
う
、
責
任
能
力
者
を
も
対
象
と
す
る
「
処
分
」
を
「
刑
罰
」
の
ほ
か
に
導
入
す
る
と
い
う
、

理
論
的
に
も
多
大
の
問
題
の
あ
る
制
度
の
新
設
提
案
で
あ
り
、
既
存
の
「
処
分
制
度
」
の
存
亡
と
は
直
接
の
か
か
わ
り
を
持
た
な
い
。

既
存
の
制
度
の
手
直
し
と
し
て
は
、
刑
事
政
策
的
に
そ
の
効
果
が
疑
わ
れ
て
い
た
「
労
働
所
」
の
廃
止
、

「
処
分
」
の
な
か
で
、
最
も

き
び
し
い
処
分
で
あ
る
と
さ
れ
な
が
ら
、
比
較
的
軽
い
犯
罪
の
累
犯
者
を
収
容
し
て
い
た
「
保
安
監
置
」
の
見
直
し
が
、

の
刑
法
一
部
改
正
で
実
現
し
た
。
こ
れ
は
、
西
ド
イ
ツ
で
の
動
き
で
あ
る
。
ス
イ
ス
に
お
い
て
は
、
同
様
の
動
き
の
ほ
か
、

一
九
六
九
年

か
つ
て
の

「
労
働
所
」
を
改
め
、
青
年
に
対
す
る
処
分
と
し
て
、
「
労
働
教
育
所
」
が
新
設
さ
れ
た
。

刑
罰
と
並
ぶ
処
分
の
二
元
主
義
の
体
系
は
、
責
任
主
義
を
基
本
と
す
る
西
欧
の
刑
法
で
は
、
共
通
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
が
、

一
九
七

四
年
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
も
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
入
っ
た
。

本
稿
は
、
右
の
ド
イ
ツ
語
圏
三
国
の
最
近
の
動
向
に
問
題
を
限
定
し
て
検
討
す
る
。
叙
述
は
、
「
処
分
」
を
導
入
し
た
沿
革
的
順
序

に
従
う
こ
と
と
し
、
各
国
ご
と
に
、

で
き
る
だ
け
新
し
い
制
度
改
革
の
動
き
、
対
象
者
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
紹
介
し
、
次
い
で
、
そ
れ

ぞ
れ
に
お
け
る
最
近
の
主
要
論
点
に
つ
き
説
明
す
る
。

（1
）
宮
津
浩
一
・
社
会
治
療
施
設
に
つ
い
て
、
佐
伯
千
初
博
士
還
暦
祝
賀
論
文
集
・
犯
罪
と
刑
罰
（
下
て
昭
和
四
三
年
、
同
・
精
神
障
害
者
に
対
す
る
刑
事
処
分
に

つ
い
て
｜
｜
社
会
治
療
処
分
再
説
、
法
学
研
究
四
三
巻
一
一
一
号
、
昭
和
四
五
年
（
共
に
、
宮
津
浩
一
・
刑
事
政
策
の
源
流
と
潮
流
、
昭
和
五
二
年
に
再
録
）
．

（2
）
加
藤
久
雄
・
治
療
・
改
善
処
分
の
研
究
、
昭
和
五
六
年
。

（3
）
宮
津
浩
一
・
行
刑
思
想
の
発
展
と
動
揺
、
石
原
一
彦
他
編
・
犯
罪
者
の
社
会
復
帰
・
現
代
刑
罰
法
大
系
七
、
昭
和
五
七
年
、
一
七
・
一
八
頁
．



（4
）
の
・
閃
m
w四
国07

『
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U
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回
昆
＠
乱
回
耳
切
昆
書
留
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N
M
W
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M
S
∞
N
m
・
巴
∞
同
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問
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同
一
日

m
o
v
r
v
E
F
－
－
－
別
世
界
伯
仲
品
目

O
E
N
S
－F
O
B
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ロ
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島
O

〉
回
国
冨
】
仲
色
田
冨
相F
P・0
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叫
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（5
）
こ
の
点
に
つ
き
、
宮
津
浩
一
・
西
欧
の
動
向
か
ら
み
た
治
療
処
分
の
必
要
性
i
l

反
対
論
の
批
判
的
検
討
｜
｜
研
修
四
O
七
号
、
昭
和
五
七
年
、
一
二
頁
以
下
参

照
。

（6
）
こ
の
一
一
一
国
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
宮
津
浩
一
・
西
欧
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
保
安
処
分
の
現
実
｜
｜
ス
イ
ス
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
西
ド
イ
ツ
を
中
心
と
し

て
、
研
修
三
九
七
号
、
昭
和
五
六
年
で
紹
介
し
た
が
、
本
稿
は
、
そ
の
後
に
蒐
集
し
た
情
報
・
著
書
・
論
文
に
基
づ
い
て
、
最
近
ま
で
の
動
き
を
素
描
す
る
も
の
で
あ

る
。
一
応
、
昭
和
五
八
年
四
月
二O
日
現
在
で
、
手
元
に
集
め
た
資
料
を
も
と
に
し
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
。

西
ド
イ
ツ
の
動
き

西
ド
イ
ツ
の
「
処
分
制
度
」
に
は
、
半
世
紀
に
わ
た
る
実
績
が
残
っ
て
い
る
。
現
行
の
「
処
分
制
度
」
は
、

一
九
六
九
年
の
刑
法

部
改
正
で
大
幅
な
手
直
し
が
な
き
れ
た
も
の
の
そ
の
原
型
は
、

一
九
三
三
年
一
一
月
二
四
日
の
「
危
険
な
常
習
犯
人
と
保
安
・
改
善
処

いわゆる保安処分の最近の動向（宮津）

分
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
。
同
年
一
月
に
政
権
を
掌
握
し
た
ナ
チ
ス
政
権
下
で
の
刑
法
改
正
で
あ
っ
た
。
「
保
安
処
分
」

は
、
ナ
チ
ス
の
制
度
で
あ
る
と
誤
解
す
る
む
き
も
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
の
刑
法
改
正
作
業
に
「
処
分
」
が
登
場
し
た
の
は
、

一
九
O
九
年

の
「
ド
イ
ツ
刑
法
典
予
備
草
案
」
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
遡
れ
ば
、
そ
の
準
備
作
業
で
あ
る
「
ド
イ
ツ
及
び
諸
外
国
刑
法
の
比
較
論
」

（
一
九O
四
l

一
九
O
八
年
）
の
中
で
、
す
で
に
「
保
安
・
改
善
処
分
」
導
入
の
た
め
の
準
備
が
な
さ
れ
て
い
た
。
数
次
に
わ
た
る
刑
法
草

案
が
「
案
」
の
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
は
、
「
古
典
派
」
と
「
近
代
派
」
の
間
の
争
い
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
第
一
次
大
戦
前
、

ワ
イ
マ
1

ル
共
和
国
時
代
の
不
安
定
な
政
治
情
勢
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

戦
中
の
政
治
動
向
、

「
処
分
制
度
」
が
発
足
し
た
当
時
は
、
「
保
安
」
を
第
一
義
と
し
、
「
改
善
」
を
従
と
す
る
発
想
が
極
端
な
ま
で
に
強
調
さ
れ
て
い
た

時
代
で
あ
っ
た
。
第
二
次
大
戦
後
、
ボ
ン
基
本
法
の
も
と
で
の
法
制
度
の
大
改
革
に
際
し
て
、

一
部
の
手
直
し
を
経
た
も
の
の
、
全
体

と
し
て
は
「
新
設
」
の
当
時
の
ま
ま
で
生
き
残
っ
た
わ
け
は
、
「
処
分
」
が
刑
罰
と
と
も
に
「
犯
罪
防
止
」
の
た
め
の
効
果
的
手
段
で
あ

87 



A
2
v
 

る
と
す
る
評
価
を
受
け
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
一
九
六
0
年
代
の
半
ば
頃
か
ら
、
犯
罪
者
処
遇
に
関
す
る
発
想
の
転
換
を
求

88 

め
る
「
対
案
教
授
」
の
積
極
的
な
活
動
に
よ
り
、
新
た
に
、
「
改
善
・
保
安
処
分
」
と
い
う
形
に
構
成
し
直
し
て
、

不
要
な
処
分
を
切

り
捨
て
（
例
え
ば
、
労
働
嫌
忌
者
に
対
す
る
「
労
働
所
収
容
処
分
」
な
ど
て

名
称
や
性
格
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
対
象
者
を
過
度
に
長
期
に
収

容
し
て
い
た
「
保
安
監
置
」
の
要
件
を
厳
格
に
し
、
収
容
施
設
の
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
「
治
療
・
看
護
処
分
」
を
現
実
に
合
せ
て
「
精

神
病
院
収
容
処
分
」
と
改
め
、
収
容
の
要
件
の
「
し
ぼ
り
」
に
関
し
て
は
、
「
保
安
」
の
見
地
を
重
視
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
「
公
の

安
全
が
必
要
と
す
る
と
き
」
と
い
う
「
保
安
条
項
」
を
、
科
学
的
予
測
を
基
本
的
構
図
と
す
る
文
言
、

「
違
法
行
為
の
予

す
な
わ
ち
、

想
」
「
公
共
に
対
す
る
危
険
の
予
測
」
が
な
さ
れ
る
と
き
に
収
容
を
命
事
す
る
と
す
る
「
危
険
性
条
項
」
に
改
め
た
。
「
改
善
」
し
た
か
否

か
は
、
行
為
者
の
「
危
険
性
」
の
減
少
と
の
か
ね
合
い
で
き
ま
る
。
刑
罰
の
場
合
は
、
過
去
に
犯
し
た
罪
に
応
ず
る
部
分
と
と
も
に
、

犯
人
の
改
善
に
対
す
る
予
測
の
部
分
か
ら
な
る
複
合
的
な
発
想
を
基
本
と
す
る
が
、
制
度
本
来
の
根
幹
は
、
犯
し
た
行
為
に
み
あ
う
刑

罰
の
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
処
分
」
の
場
合
は
、
将
来
の
展
望
、
予
測
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
歯
ど
め
の
な
い
将
来
ヘ

の
備
え
が
「
保
安
」
の
思
想
に
よ
る
な
ら
ば
、
収
容
期
間
は
限
り
な
く
長
期
化
す
る
。
発
想
の
基
礎
を
犯
罪
者
の
改
善
・
社
会
復
帰
に

置
く
な
ら
ば
、
そ
の
本
人
の
状
態
、
つ
ま
り
、
社
会
に
対
す
る
そ
の
者
の
危
険
性
の
予
測
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
歯
ど
め

の
原
理
は
、
犯
し
た
行
為
と
の
比
例
の
限
度
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
旧
制
度
に
お
い
て
無
期
限
で
あ
っ
た
「
保
安
監

置
」
の
収
容
期
間
に
頭
う
ち
の
規
定
を
置
き
（
六
七
条
一
項
）
、
事
柄
の
性
質
上
、
期
限
を
付
し
え
な
い
「
精
神
病
院
収
容
処
分
」
に
関

し
て
も
、
裁
判
所
に
よ
り
一
年
ご
と
に
収
容
継
続
の
可
否
を
審
査
す
る
と
し
た
規
定
が
置
か
れ
た
（
六
七
条

d

二
項
、
六
七
条
e

）
。

一
九
六
九
年
の
刑
法
一
部
改
正
は
、
「
処
分
対
象
者
」
の
数
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。

第
一
表
の
「
保
安
監
置
」
の
数
の
激
減
を
も
っ
て
、
西
ド
イ
ツ
の
「
保
安
処
分
」
は
衰
退
の
一
途
を
た
ど
り
、
や
が
て
廃
止
さ
れ
る

と
い
っ
た
奇
妙
な
未
来
予
測
を
す
る
む
き
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
改
正
の
意
義
や
現
実
を
知
ら
ぬ
謬
説
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。



第一表

保安監置者数の推移

年度 各被収年容度者末数
1961 1, 198 

1962 1,251 

1963 1,339 

1964 1,429 

1965 1,430 

1966 1,402 

1967 1,347 

1968 1,206 

1969 1,089 

1970 718 

1971 502 

1972 382 

1973 351 

1974 376 

1975 337 

1976 301 

1977 271 

1978 268 

1979 254 

1980 208 

1981 206 

Rechtsp:flege Fachserie 

10 Reihe 4 Strafvollzug 

による．

一
九
八
一
年
三
月
三
一
日

現
在
、
保
安
監
置
に
付
さ
れ

て
い
る
こ
O
六
名
の
う
ち
、

罪女
を子
犯は
し一
て名
し、《で

るε ぁ
り

年
齢詐
別欺

の
合
計
は

に
考
察
す
る
と
四
O
歳
台
が
圧
倒
的
に
多
く
一
O
八
名
（
五
二
%
）
、
次
い
で
五O
歳
台
六
一
名
会
一
O
%
）
、
そ
し
て
四O
歳
以
上
の
者

一
八
四
名
で
、
全
体
の
八
九
%
を
占
め
る
。
前
科
の
関
係
を
み
る
と
、
前
科
の
な
い
者
は
、
わ
ず
か
五
名
に
す
ぎ
ず
、
五

ー
一
O
犯
が
九
九
名
（
四
八
%
）
と
断
然
多
く
、
次
い
で
一
一
l

二
O
犯
の
五
九
名
（
二
九
%
）
と
続
き
、
両
者
併
せ
て
、
全
体
の
七
八
%

を
占
め
る
。
釈
放
後
の
再
入
期
間
に
つ
い
て
は
、
判
明
し
て
い
る
一
九
O
名
分
の
デ
！
タ
で
み
る
と
、
一
年
未
満
は
九
七
名
（
五
一
%
）
、

い
ま
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
年
未
満
は
四
五
名
（
二
四
%
）
、
三
年
未
満
は
三
五
名
（
一
八
万
）
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
通
じ
、
釈
放
後
の
社
会
適
応
の
困
難
さ
を
か

いわゆる保安処分の最近の動向（宮津）

罪
種
に
つ
い
て
み
る
と
、
窃
盗
と
横
領
八
六
名
（
四
二
%
）
、
性
犯
罪
五
三
名
（
二
六
%
）
、
強
盗
・
恐
喝
二
一
名
（
一
O
M
）
、
詐
欺
・

背
任
一
八
名
（
九
%
）
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

西
ド
イ
ツ
で
は
、
無
期
刑
が
最
高
刑
で
あ
り
、
男
子
九
二
三
名
、
女
子
三
八
名
の
合
計
九
六
一
名
が
服
役
中
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、

わ
が
国
で
は
、
昭
和
五
六
年
末
に
、
男
子
七
三
九
名
、
女
子
二
一
名
の
合
計
七
六
O
名
の
無
期
受
刑
者
がh
M。
人
口
が
わ
が
国
の
半

数
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
西
ド
イ
ツ
の
デ
ー
タ
が
大
へ
ん
高
い
こ
と
を
知
る
。

五
四
名
に
無
期
自
由
刑
が
科
さ
れ
た
（
う
ち
女
子
四
名
）
。

一
九
八
0
年
度
に
は
、
謀
殺
と
故
殺
に
よ
り
、

右
の
よ
う
に
み
た
場
合
、
自
由
刑
と
併
せ
て
命
じ
ら
れ
、
刑
の
執
行
の
終
了
後
に
科
せ
ら
れ
る
保
安
監
置
に
あ
っ
て
、
財
産
犯
が
五
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O
W々
を
超
え
て
い
る
状
況
に
は
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
犯
罪
の
状
況
が
わ
が
国
よ
り
も
良
く
な
い
の
で
、
社
会
防
衛
の
必90 

要
が
大
き
い
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
被
監
置
者
の
社
会
復
帰
と
い
う
点
か
ら
み
て
、
監
置
に
処
す
こ
と
で
社
会
性
を
よ
り
多
く
失
な
わ

せ
、
か
つ
社
会
か
ら
も
受
け
容
れ
に
く
く
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

一
九
八
O
年
末
に
精
神
病
院
収
容
処
分
・
禁
絶
処
分
に
付
さ
れ
て
い
る
者
の
内
訳
を
み
て
み
よ
う
。

精
神
病
院
収
容
処
分
に
付
さ
れ
て
い
た
二
五
四
四
名
の
う
ち
、
女
子
は
一
一
五
名
（
四
・
五
%
）
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
総
数
の
な
か
に

は
刑
事
訴
訟
法
二
二
ハ
条
a

に
よ
る
仮
収
容
三
一
九
名
（
三
了
五
%
）
を
含
む
。
同
年
三
月
三
一
日
の
被
収
容
者
・
男
子
二
四
二
一
名

の
う
ち
、

四
O
歳
台
が
二
六
%
、
三
O
歳
台
が
二
四
%
、

五
O
歳
台
が
一
四
%
と
な
っ
て
お
り
、
三
O
歳
未
満
は
、
二
八
%
に
す
ぎ
な

い
。
家
族
関
係
を
み
る
と
、
独
身
者
が
七
八
%
と
圧
倒
的
に
多
く
、
離
婚
者
一
一
%
、
妻
帯
者
九
%
と
続
く
。

禁
絶
処
分
に
付
さ
れ
て
い
た
の
は
、
六
九
一
名
で
あ
り
、
女
子
は
六
八
名
（
一
O
W
A
）
で
あ
っ
た
。

三
月
末
収
容
の
男
子
六
五
四
名
に
つ
い
て
み
る
と
、
二
五
歳
か
ら
三
O
歳
の
者
三
三
%
、
二
五
歳
未
満
二
八
%
、

三
O
歳
台
二
二

%
、
四
O
歳
台
一
四
%
な
ど
と
な
っ
て
お
り
、
精
神
病
院
収
容
処
分
の
場
合
と
比
べ
る
と
年
齢
構
成
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。
家
族
関
係

は
独
身
が
七
二
%
、
離
婚
者
二
ハ
%
、
妻
帯
者
一
O
%
で
、
顕
著
な
差
異
は
な
い
。

ま
た
、
女
子
の
デ
ー
タ
は
、
男
子
と
ほ
ぼ
同
じ
傾

向
を
示
し
て
い
る
。

西
ド
イ
ツ
の
「
処
分
制
度
」
自
体
は
、
そ
の
法
的
性
格
、
社
会
的
意
義
が
一
般
に
承
認
さ
れ
、
そ
の
存
在
自
体
は
着
実
に
根
を
下
ろ

一
九
六
0
年
代
の
前
半
に
は
、
「
処
分
対
象
者
」
の
外
出
・
外
部

通
勤
・
帰
休
（
外
泊
）
に
つ
き
、
判
例
の
多
く
は
こ
れ
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。
実
務
家
の
間
で
も
意
見
は
分
れ
、
「
収
容
法
」
に
よ
り
精

神
病
院
に
収
容
さ
れ
た
一
般
の
精
神
障
害
者
と
比
べ
て
、
「
処
分
対
象
者
」
に
不
利
な
扱
い
を
す
る
の
は
お
か
し
い
と
す
る
意
見
が
あ

し
て
い
た
が
、
「
処
分
執
行
」
に
関
す
る
法
的
対
応
は
に
ぶ
か
っ
た
。

る
一
方
、
そ
の
者
の
所
説
に
お
い
て
、
施
設
職
員
と
と
も
に
、
警
察
官
や
家
族
の
者
の
「
観
察
・
監
督
」
が
あ
れ
ば
、
施
設
側
の
手
の



届
く
塀
の
外
で
半
日
や
一
日
過
さ
せ
て
も
、
な
お
「
施
設
収
容
」
と
言
え
る
と
し
た
の
に
対
し
て
、
そ
れ
は
法
の
明
文
に
反
す
る
し
、

最
終
的
に
責
任
を
と
り
え
な
い
人
々
に
「
観
察
」
を
ま
か
せ
る
の
は
危
険
に
す
ぎ
る
と
す
る
反
論
が
提
示
さ
れ
た
。
当
時
は
、

一
九
六

一
年
の
「
職
務
及
び
執
行
法
」
の
わ
ず
か
な
規
定
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
処
分
施
設
に
収
容
さ
れ
た
者
の
処
遇
を
規
制
し
て
い
た
。

九
七
二
年
三
月
一
四
日
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
決
定
で
、
受
刑
者
の
基
本
権
の
剥
奪
や
制
限
に
は
、
法
的
根
拠
が
必
要
で
あ
り
、
し
か

も
最
少
限
度
に
と
ど
ま
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
現
状
批
判
が
な
さ
れ
、
行
刑
法
制
定
が
促
進
さ
れ
た
が
、
処
分
執
行
法
規
制
定
の
必
要

性
も
強
く
意
識
さ
れ
始
め
た
。
一
九
七
三
年
に
公
刊
さ
れ
た
「
行
刑
法
対
案
」
の
第
一
八
三
条
以
下
（
精
神
病
院
収
容
処
分
）
、
第
一
九
四

は
る
か
に
詳
細
な
「
執
行
規
定
」
を
提
案
し
て
い
た
。

条
以
下
（
禁
絶
施
設
収
容
処
分
）
は
、当時
の
行
刑
法
政
府
案
な
ど
と
比
べ
て
、

一
九
七
五
年
の
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
精
神
医
学
の
現
状
に
関
す
る
報
告
」
も
、
「
今
日
の
司
法
行
刑
と
比
肩
し
う
る
よ
う
な
、
人
間

に
ふ
さ
わ
し
い
収
容
の
最
少
限
の
条
件
を
認
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
と
指
摘
し
た
。

一
九
七
六
年
の
行
刑
法
は
、
「
処
分
執
行
」

の
規
定
の
多
く
を
州
法
に
委
ね
る
と
い
う
態
度
を
と
っ
た
こ
三
八
条
）
が
、
州
に
よ
っ
て
は
、
受
刑
者
よ
り
も
は
る
か
に
消
極
的
な
運

いわゆる保安処分の最近の動向（宮津）

ニ
1

ダ

l
ザ
ク
セ
ン
州
の
社
会
省
が
中
心
と
な
り
、
連
邦
と
州
の
法
律
家
・
精

神
医
学
者
か
ら
な
る
「
作
業
部
会
」
が
討
議
を
始
め
、
や
が
て
、
「
処
分
執
行
法
模
範
草
案
」
を
公
表
し
た
。

（
お
）

そ
の
後
、
州
政
府
は
さ
ま
ざ
ま
な
対
応
を
示
し
、
シ
ュ
レ
ズ
ウ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
は
、
精
神
病
者
法
の
な
か
で
、
行
刑

用
を
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
た
め

一
九
七
六
年
に
、

法
の
規
定
を
援
用
す
る
形
式
の
立
法
で
解
決
を
は
か
っ
た
。
こ
の
線
に
近
い
も
の
と
し
て
、一
九
八
二
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
精
神
病

者
収
容
と
そ
の
保
護
に
関
す
る
法
律
が
あ
る
が
、
同
法
で
は
、
処
分
対
象
者
に
つ
い
て
わ
ず
か
一
条
し
か
規
定
が
な
く
、
極
め
て
保
守

的
な
対
応
を
示
し
て
い
る
。

一
九
八
二
年
の
ニ
I

ダ

l
ザ
グ
セ
ン
州
の
「
処
分
執
行
法
」
は
、

こ
れ
に
対
し
て
、

一
九
八
一
年
の
へ
ッ
セ
ン
州
、

一
九
七
六
年
の

模
範
草
案
の
線
に
従
っ
た
独
立
の
法
律
で
あ
り
、
処
分
対
象
者
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
充
分
な
考
慮
を
払
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
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〈
お
）

ら
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
説
明
を
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
く
り
か
え
さ
な
い
が
、

わ
が
国
で
処
分
に
つ
き
検
討
を
す
す
め
る
作

92 

業
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
「
処
分
執
行
」
に
関
す
る
詳
し
い
法
的
対
応
を
示
し
て
い
る
「
立
法
例
」
に
つ
き
、
今
後
、
積
極
的
に
検
討

ず
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

（1
）
今
さ
ら
、
こ
う
し
た
点
を
述
べ
る
の
は
、
気
の
き
か
な
い
話
で
あ
る
が
、
相
も
変
ら
ず
、
こ
う
し
た
歴
史
的
事
実
の
誤
解
・
曲
解
が
く
り
か
え
さ
れ
る
の
で
、
一

応
、
指
摘
し
て
お
く
。
宮
津
浩
一
・
「
治
療
処
分
」
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題
、
研
修
四
一
八
号
、
昭
和
五
八
年
、
五
頁
以
下
参
照
。

（2
）
以
下
の
論
点
に
関
し
て
、
宮
津
浩
一
・
外
国
の
保
安
処
分
（
一
）
｜
｜
西
欧
｜
｜
、
宮
津
他
編
・
刑
事
政
策
講
座
第
三
巻
・
保
安
処
分
、
昭
和
四
七
年
、
二
九
頁

以
下
参
照
。

（3
）
こ
の
点
に
つ
き
、
詳
し
く
は
、
回
2

昆
冨
巴

Z
F
〉
g
E
E

認

g

仏
〉
回
目
白
色
包
括
即
位
宮
山
け
窓
口
区
各

o
E
O
吋
冨
色
2

向
。
阿
国
営
吋
図
書
窓
Z

認

S

仏
切
山
口
げ
や

吉
田
町
・
呂
田
参
照
。

（4
）
恥
か
し
気
も
な
く
、
こ
う
し
た
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
ミ
ス
を
平
気
で
冒
す
者
が
い
る
が
、
敢
え
て
指
摘
す
る
こ
と
を
控
え
る
。

（5
）
一
九
八
一
年
度
の
西
ド
イ
ツ
行
刑
統
計
に
よ
る
。

（6
）
第
邸
矯
正
統
計
年
報
、
昭
和
五
七
年
、
二
四
頁
。

（7
）
宮
江
口
町
仲5
2

島
問
。
宮
畑
町
＠
仏
角
句
者

o
v
g可
問
。
宮
内
同
＠
吋
出
回
口
品
。
田
『

8
5
H野
口
g
g
o
v
V
E
I
N
号
宮
古

Z
E
是

o
v
g
g

仏
軍
司
自Z
S
O
B
宮
丘
町
o
v～
冨u
T

o
y
s。
H
E

江
田O
V
S
J
1
0
2。
話
回
口
品
川
仏
母
国

0
4
即
日W
O
E
認
｜
・
ロ
2
2
0
V
耳
切
5

倉
田
S
F

叶
・
巧
各
戸
匂
耳
目
o
e
・
ロ
2
0
W
E
n
y
oご
お
8
・
5
討
－
m
－
M∞M

は
、
精
神
病

院
収
容
処
分
に
関
し
て
、
「
精
神
障
害
者
で
あ
り
、
か
つ
犯
罪
者
で
あ
る
」
と
い
う
こ
重
の
レ
ッ
テ
ル
が
は
ら
れ
る
こ
と
で
社
会
復
帰
が
難
し
く
な
る
と
い
う
が
、
「
保

安
監
置
」
の
場
合
は
、
一
層
深
刻
で
あ
ろ
う
。

（8
）
。
F
C
司
E

昇
苫
ユ
＼
冨
－
－Zト
『d
q
E
勾
－
m
－
S
H
F
H
g
f
o
F
D
出
店
ロ
g
o
y
d『
＠
山
側
－
z
l『
巧
s
a
・
m
・
8
ω
・
こ
れ
に
対
し
て
、
当
時
、
や
や
積
極
的
な
判

例
も
あ
っ
た
（
O
F
C
司
E

ロ
毘
ロ
ユ
＼
冨
－
－
z
l『
．4〈
巴
勾
－
m
－
H
8
8・

（9
）
C
Z
E
E
H

包
括
－

F
F
5
5

仏
畑
町
冊
目
。

o
w
oユ
母
〈
。
－
E
m
g

向
島
由
吋
匂
己
記
耳
目
回
何
回
高
官
。
官
。
吋
問
。
ロ
’

a
S
E
a
S
E
E

－
骨
g
o
v

宝
M
g
m
a
w
－

Z
十
『
巧
巴
a
・
m
－
5
3
同
・

（
叩
）
同m
g
H
M。
巴
自
S
F
Z
o
o
y虫
色
田
川
口
ユg
v
g

向
日
向
。
－

2
5
ユ
2
J
可
。
ロH
a

げ
冊
目
門
戸
。
『
d
E
O
吋
育
問
ロ
偽
g
m
判
官
。
凶
器
『
出o
p
a
s
M
M
F
向
。
伊
臣
官
ロg
o
v

宝
N
V
曽
の
回
・z
i『
司
巴
8
・
∞
・ω
∞
ミ
・

〈U
）
同
〈
＠
止
のZ
I『
．4弓
5
J
R
m－
∞
口
一
回
ぐ
の
回
国
仏
・
ω
ω－
s
a
・
m－
H
R

（
ロ
）
k
pロ
s
g
a
ι
4
0回己
4
司
ロ
足
。
山
口g
g
g

才
色
町
ロ
阿
国
側
O
B
E
g
g

話
冊
目
。
$
4
8
0
凶
器
包
〉
吋
宮
山
仲
田
可
申
四
国
A
r
a
s
o
V
2
a
n
仏
国
o
y
d司o
g
『
E
o
v
s
m官
民
窓
口
v
g
’

－O
H
M
吋
m
w
p
HゆJ
a・
m
－
N
ω。
同
・



（
日
）
前
出
注
（
7

）
の
二
八
二
頁
参
照
．

（M
）
こ
の
草
案
の
成
立
事
情
に
関
し
て
は
、
国
・
同
色E
0

・
開
ユ
抑E
S
g
m
沼
田
H
a
g
M
w
m
w
Y
B
8
8
2
号
片
品
回
目
。
田
宮
色
志
向
冊
目

4
0
口
N
ロ
官
E
C
S
O仲N
O
P
E
H一
回
－H
i
s
s吋

｜
同
－
a
r
p
可
冊
目
宮
『
（
ぽ
話
相
川
・
）
・

H
H
O
O
Y
S
匂
g
g
冊
目
曲
目
出
品
2
3
u
可
O
F
S
E
0・
H
S
∞
－m
・
吋
∞
・
ま
た
、
草
案
全
体
は
、J
E－
c
z
g
匡
｜
回
・
自
由
回
目
o
p

∞
許
可
え
’

4
0
出
N
g
m園
内o
g
F
N
・
k
p邑
・
・5
∞
M

－
m
－
ω
ω
O肖
・
に
収
録
。

（
日
）
こ
の
問
題
に
つ
き
、
宮
津
浩
一
・
西
ド
イ
ツ
の
処
分
執
行
法
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題
｜
｜
執
行
の
緩
和
と
帰
休
制
を
中
心
と
し
て
、
法
曹
時
報
三
五
巻
六
号
、

昭
和
五
八
年
参
照
。
な
お
、
出
。
凶
器
冨
回
目
】

2
3

虫
色
N
－
冨
色
z
m
o
－g
－H
N
Z向
田m
g
a
g
－
N
a
可
〈
。
巴
∞
ω

－
m
・
巴
同
・
に
、
主
要
な
州
立
法
の
紹
介
が
あ
る
。

（
日
）
ま
ず
、
前
出
注
（1
）
を
書
き
、
そ
の
後
、
ポ
ッ
フ
ム
大
学
の
ギ
ュ
ン
タ
i

・
プ
ラ
ウ
教
授
や
法
務
省
刑
事
局
参
事
官
室
付
の
伴
義
聖
検
事
か
ら
資
料
の
提
供
を

受
け
、
前
注
（
日
）
の
論
文
を
ま
と
め
た
。
特
に
、
後
者
で
は
、
各
州
法
の
内
容
に
言
及
し
て
あ
る
。
そ
の
後
、
注
（
日
）
の
ミ
ュ

l

ラ
l
H

デ
ィ
l

ツ
の
論
文
、
さ

ら
に
、
同
・
沼
巴
H
a
’
口
問
。F

出
s
v
g
p
p向
。
ロ
仏2
d
E
2
v

ユ
ロ
m川
区
一
回
向g
o
v
ω
g
m
a
一
切
－z
g
N
5
8

・
m
－
E
E
F
N
O
ω同
・
に
接
し
た
．
も
っ
と
も
、
別
稿
で

指
摘
し
た
論
点
に
つ
け
加
え
る
べ
き
所
見
は
、
多
く
な
い
。

ス
イ
ス
の
動
き

いわゆる保安処分の最近の動向（宮津）

現
行
ス
イ
ス
刑
法
典
は
、

一
九
四
二
年
に
施
行
さ
れ
た
。
今
日
に
至

一
九
三
七
年
に
連
邦
議
会
で
可
決
さ
れ
、
国
民
投
票
を
経
て
、

る
ま
で
、
す
で
に
半
世
紀
近
い
歴
史
を
有
し
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
ス
イ
ス
刑
法
典
は
、
刑
罰
と
処
分
の
二
元
主
義
の
立
法
で
知

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
提
案
は

一
八
九
三
年
の
ス
イ
ス
連
邦
刑
法
典
予
備
草
案
に
遡
る
。
刑
事
政
策
の
歴
史
に
不
朽
の
名
を
と
ど
め

て
い
る
カ
l
ル
・
シ
ュ
ト
l
ス
の
構
想
が
実
を
結
ぶ
の
に
、
実
に
、
五

O
年
も
の
年
月
が
か
か
っ
た
の
は
、
二
五
も
の
州
や
半
州
か
ら

な
る
複
雑
な
連
邦
国
家
の
か
か
え
る
事
情
に
よ
っ
た
。
殊
に
、
矯
正
や
保
護
の
分
野
で
、
立
法
者
の
構
想
を
実
施
す
る
受
け
皿
の
用
意

が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
帰
因
し
、
そ
の
事
情
は
、
そ
の
後
、

一
向
に
解
決
で
き
な
か
っ
た
。
刑
法
典
の
旧
三
九
三
条
一
項

に
、
同
法
施
行
後
二
O
年
以
内
に
（
一
九
六
一
年
末
ま
で
に
）
、
刑
法
典
の
要
求
す
る
刑
罰
・
処
分
の
施
設
を
整
備
す
る
よ
う
義
務
づ
け
て

い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
は
た
せ
ず
、

一
九
六
一
年
に
、
そ
の
期
限
を
五
年
間
延
長
す
る
連
邦
議
会
決
議
を
行
な
っ
て
時
聞
か
せ

し
か
し
各
州
の
財
政
的
負
担
能
力
の
点
で
そ
の
要
請
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
分
り
、
結
局
、一
九
六
六
年
一
O
月

93 

ぎ
を
し
た
。



スイスの保安処分の動向

年度 治療処分｜同通院｜禁絶処分｜同通院
1971 57 11 38 5 27 46 

1972 57 42 43 12 45 63 

1973 77 74 51 15 29 83 

1974 73 91 77 63 16 62 

1975 59 108 87 94 29 86 

1976 49 119 76 86 34 85 

1977 44 97 107 93 34 74 

1978 50 103 115 100 37 65 

1979 40 93 156 110 25 94 

Bundesamt fiir Statistik Die Strafurteile in der Schweiz 1971-1979 による。 1971-

73 のうち，労働教育所のデータは旧規定の労働所収容処分対象者数でらる。

(3
) 

六
日
の
連
邦
法
で
同
条
は
削
除
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

一
九
七
一
年
の
刑
法
改
正
法

94 

は
、
「
処
分
」
に
関
し
て
相
当
の
手
直
し
を
し
た
。

一
九
三
七
年
の
連
邦
刑
法
典

制
定
の
当
時
は
、
「
保
安
」
の
思
想
が
強
く
、
危
険
な
常
習
犯
人
か
ら
社
会
を
守

る
と
い
う
発
想
に
応
え
る
社
会
的
必
要
性
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
精
神
障
害
性
犯
罪

者
、
ア
ル
コ
ー
ル
等
の
中
毒
者
で
犯
罪
を
犯
し
た
者
に
対
す
る
処
分
に
関
し
て

も
、
施
設
内
に
長
期
間
収
容
し
て
、
社
会
的
に
隔
離
す
る
と
い
う
発
想
が
主
で
あ

り
、
収
容
の
要
件
も
、
「
公
の
秩
序
を
危
険
に
す
る
」
と
い
う
漠
然
と
し
た
規
定

で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
西
ド
イ
ツ
の
刑
法
改
正
の
影
響
の
も
と
で
、
旧
規
定
が

「
法
治
国
の
思
想
」
か
ら
み
て
、
極
め
て
疑
問
で
あ
る
と
す
る
批
判
に
も
応
え
、

均
衡
性
の
原
則
を
考
慮
し
、
さ
ら
に
、
精
神
医
学
の
発
達
に
も
促
さ
れ
、
改
正
法

は
、
大
幅
に
通
院
の
処
分
に
付
す
可
能
性
、
仮
退
院
制
を
認
め
る
条
文
上
の
根
拠

を
与
え
た
。

ス
イ
ス
の
「
処
分
」
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
、
必
要
と
思
わ
れ
る
デ
ー
タ
を

最
近
九
年
間
に
つ
き
あ
ぽ
ょ
う
。

こ
の
数
値
か
ら
分
る
よ
う
に
、
一
九
七
一
年
の
刑
法
一
部
改
正
の
結
果
、
収
容

処
分
の
数
値
に
か
な
り
の
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。

一
九
七
九
年
度
の
数
値
を
あ
げ
る
と
、
刑
法
犯
の
全
有
罪
者
〈
男
子
一
五
、

他
方
、
自
由
刑
の
実
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
の
数
に
つ
き
、

六
八
O
名
）
の
う
ち
、
重
懲
役
（
N
g
F
5
9
巨
）
に
処
せ
ら
れ
た
者
三
七
六
名
（
執
行
猶
予
一
O
O
名
て

一
年
未
満
の
軽
懲
役
（
白
色
広
島
）



二
、
八
五
七
名
（
執
行
猶
予
六
、
九
六
五
名
三
一
年
以
上
の
軽
懲
役
目
三
三
名
（
執
行
猶
予
四
六
三
名
三
拘
留
一
入
O
名
（
執
行
猶
予
四
九

四
名
）
と
な
っ
て
い
る
。
女
子
の
有
罪
者
は
三
、

四
七
九
名
で
あ
り
、
実
刑
を
科
さ
れ
た
者
の
総
数
は
、
二
五
一
名
で
あ
る
。

一
九
七
九
年
度
の
治
療
処
分
（
四O
名
）
、
禁
絶
処
分
（
一
五
六
名
）
、
保
安
監
置
（
二
五
名
）
の
対
象
者
を
州
別
で
み
る
と
、
治
療
処

分
対
象
者
は
、
チ
ュ
l
リ
ッ
ヒ
一
五
名
、
ベ
ル
ン
六
名
、
ヴ
ォ
l
四
名
、
禁
絶
処
分
に
つ
い
て
は
、

チ
ュ
l

リ
ッ
ヒ
四
二
名
、
ベ
ル
ン

三
O
名
、
バ
l
ゼ
ル
一
二
名
、
ヴ
ォ
l
一
一
名
、
ア
ー
ル
ガ
ウ
一
O
名
、
保
安
監
置
対
象
者
は
、
ベ
ル
ン
五
名
、
ヌ

1

シ
ャ
テ
ル
四

名
、
ア
l
ル
ガ
ウ
一
二
名
で
、
そ
の
他
の
州
に
お
け
る
対
象
者
数
は
極
く
少
数
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
は
、
独
立
の
処
分
施

設
を
刑
罰
を
執
行
す
る
施
設
の
ほ
か
に
建
設
す
る
こ
と
な
ど
実
際
問
題
と
し
て
不
可
能
で
あ
る
。

ス
イ
ス
の
保
安
処
分
は
、
改
正
前
は
か
な
り
錯
綜
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
新
法
は
す
っ
き
り
し
た
形
と
な
り
、
第
四
二
条

常

習
犯
人
の
監
置
（
保
安
監
置
）
、
第
四
三
条
精
神
異
常
者
に
対
す
る
処
分
（
精
神
状
態
の
故
に
治
療
・
看
護
を
要
す
る
者
の
収
容
処
分
と
そ
の

状
態
の
故
に
、
公
共
の
安
全
に
重
大
な
危
険
を
及
ぼ
す
者
の
監
置
処
分
を
含
む
）
、
第
四
四
条

いわゆる保安処分の最近の動向（宮津）

飲
酒
・
麻
薬
癖
の
者
の
治
療
及
び
第
一

O
O
条

労
働
教
育
所
収
容
処
分
（
一
八
歳
以
上
二
五
歳
未
満
の
労
働
嫌
忌
者
に
対
し
、
刑
罰
に
代
え
て
収
容
す
る
処
分
）
か
ら
な
る
。

か
な
り
旧
規
定
を
修
正
し
た
個
所
が
あ
る
。
例
え
ば
、
仮
出
所
に
関
し
て
、
旧
規
定
で
は
不
明
確
で
あ
っ
た
点
を

の
改
正
規
定
に
は
、

四
二
条
対
象
者
に
つ
い
て
は
収
容
の
最
少
限
度
を
過
ぎ
た
後
、

四
三
条
対
象
者
と
同
様
に
、
所
管
官
庁
が
少
な
く
と
も
毎
年
一

改
め
、

度
、
仮
出
所
さ
せ
る
か
ど
う
か
の
決
定
を
行
な
い
、
そ
の
際
に
、
被
収
容
者
又
は
そ
の
代
理
人
か
ら
聴
取
す
る
義
務
づ
け
を
し
て
い
る

の
は
、
法
治
国
的
な
保
証
を
考
慮
し
た
た
め
で
あ
る
。
通
院
の
治
療
（
四
三
条
二
項
二
号
、
四
四
条
一
項
後
段
）
も
、
そ
の
対
象
者
が
他
人

に
対
し
て
危
険
で
な
い
と
き
に
刑
を
延
期
し
、
義
務
の
賦
課
と
必
要
な
場
合
に
保
護
観
察
に
付
し
て
、
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

P
ム
つ
こ
。

4
j

中
i

四
三
条
の
規
定
で
特
に
重
要
な
修
正
点
は
、
対
象
者
が
責
任
無
能
力
者
、
限
定
責
任
能
力
者
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
い
う
限
定
を
95 



は
ず
し
た
こ
と
で
あ
る
。
責
任
無
能
力
者
に
対
し
て
処
分
を
課
し
う
る
の
は
当
然
だ
が
、
責
任
能
力
者
を
も
対
象
と
な
し
う
る
と
し
た
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の
が
重
大
な
修
正
点
で
あ
る
。
性
格
の
偏
侍
を
示
す
精
神
病
質
者
の
収
容
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

四
三
条
一
項
後
段
で
、
公

共
の
安
全
に
重
大
な
危
険
を
及
ぼ
す
精
神
異
常
者
を
監
置
す
る
旨
規
定
し
、
そ
の
監
置
の
場
所
を
、
旧
規
定
一
四
条
と
は
異
な
り
「
適

し
た
施
設
」
と
し
た
が
、
そ
れ
は
、
治
療
・
看
護
施
設
長
が
こ
の
種
の
犯
罪
性
精
神
障
害
者
の
収
容
を
好
ま
ず
、
他
の
患
者
へ
の
悪
影

響
が
あ
る
た
め
で
あ
っ
て
、
そ
の
執
行
は
、
現
実
に
は
、
累
犯
者
の
た
め
の
刑
務
所
で
執
行
さ
れ
て
い
る
。
シ
ュ
ル
ツ
が
批
判
す
る
よ

う
に
、
こ
の
処
分
は
、
結
局
、
不
定
期
刑
と
同
じ
扱
い
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
立
法
者
は
、
こ
の
よ
う
な
き
び
し
い
処
分
の
対
象
者

の
収
容
要
件
と
し
て
、
殺
人
、
重
傷
害
、
強
姦
の
よ
う
な
重
大
犯
罪
に
限
定
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
監
置
処
分
と
の

相
違
は
、
精
神
障
害
の
治
療
の
程
度
に
よ
り
、
通
院
の
処
分
を
認
め
る
余
地
が
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

保
安
監
置
に
関
し
て
は
、
前
科
数
で
は
な
く
て
、
多
数
の
故
意
の
重
罪
ま
た
は
軽
罪
に
つ
き
少
な
く
と
も
二
年
の
前
刑
に
服
し
、
自

由
剥
奪
処
分
、
労
働
教
育
処
分
を
終
え
、
さ
ら
に
重
罪
・
軽
罪
を
犯
す
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
監
置
施
設
に
収
容
さ
れ
る
と
い

う
要
件
が
加
わ
っ
た
。
収
容
施
設
に
関
し
て
は
、
初
犯
者
の
た
め
の
刑
務
所
、
労
働
教
育
所
な
ど
の
収
容
施
設
内
で
の
執
行
を
禁
じ
て

い
る
ほ
か
、
「
閉
鎖
又
は
開
放
施
設
で
執
行
す
る
」
と
だ
け
規
定
し
て
い
る
。
多
く
は
通
常
の
刑
務
所
内
を
利
用
し
て
い
る
が
、
北
西

（
お
）
〈

M
）

ス
イ
ス
と
中
部
ス
イ
ス
で
は
、
レ
ン
ツ
プ
ル
ク
か
ト
ル
ン
プ
ル
グ
の
施
設
を
用
い
、
チ
ュ

l
p

ッ
ヒ
州
で
は
、
レ
1
ゲ
ン
ス
ド
ル
フ
刑

門
店
〉

務
所
に
収
容
し
、
後
に
、
リ
ン
グ
ヴ
ィ
ル
の
半
開
放
施
設
に
移
し
て
い
る
。

円
日
山
）

飲
酒
・
麻
薬
癖
の
た
め
の
治
療
処
分
に
つ
い
て
は
、
処
分
先
執
行
を
認
め
た
点
が
大
き
な
修
正
点
で
あ
り
、
主
体
と
し
て
「
行
為
者

が
中
毒
者
で
あ
り
、
そ
の
犯
し
た
行
為
が
こ
れ
と
関
係
す
る
」
と
改
め
、
責
任
無
能
力
者
に
対
し
て
も
こ
の
処
分
を
用
い
る
こ
と
と
し

た
。
飲
酒
者
の
た
め
の
特
別
施
設
は
な
い
が
、
ベ
ル
ン
州
で
は
、
男
子
の
対
象
者
を
新
設
の
ザ
ン
ク
ト
・
ヨ
ハ
ン
セ
ン
刑
務
所
の
一
区

画
に
収
容
し
て
レ
る
。
麻
薬
中
毒
者
用
の
施
設
も
特
に
用
意
さ
れ
て
は
い
な
く
て
、
一
般
の
病
院
に
収
容
し
て
治
療
と
保
・
安
の
両
面
が



行
な
わ
れ
て
い
る
。

労
働
教
育
処
分
は
、
労
働
所
を
廃
止
し
た
西
ド
イ
ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
は
異
な
り
、
旧
制
度
を
改
め
て
青
年
の
教
育
に
活
路
を
見

出
そ
う
と
し
て
い
る
。
二
五
歳
未
満
の
行
為
者
が
、
そ
の
性
格
の
発
育
に
お
い
て
著
し
く
阻
害
さ
れ
、
ま
た
は
放
任
、
教
育
困
難
、
放

従
、
労
働
嫌
忌
で
あ
り
、
労
働
の
た
め
の
教
育
に
よ
っ
て
立
ち
直
る
見
込
み
が
あ
り
、

か
っ
、
重
懲
役
、
保
安
監
置
、
労
働
教
育
施
設

収
容
歴
な
ど
の
な
い
と
い
う
要
件
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
刑
に
代
え
て
不
定
期
の
労
働
教
育
所
収
容
を
命
じ
う
る
。
再
収
容
期

間
は
最
高
二
年
と
し
、
処
分
の
全
期
間
は
、

四
年
を
越
え
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
三
O
歳
で
う
ち
切
る
。
施
設

い
か
な
る
場
合
で
も
、

と
し
て
は
、
ウ
ィ
テ
イ
コ
ン
と
ア
ル
ク
ス
ホ
！
グ
が
あ
り
、
西
ス
イ
ス
に
、

(mmv あ
る
。

キ
ュ
l

刑
務
所
の
付
属
施
設
が
建
設
中
で

グ
レ
テ
ロ
ン
、

以
上
の
よ
う
に
、

（
却
）

ス
イ
ス
の
「
処
分
」
は
、
旧
規
定
と
比
べ
れ
ば
、
「
改
善
」
を
重
視
す
る
方
向
に
改
め
ら
れ
た
と
は
い
っ
て
も
、

いわゆる保安処分の最近の動向（宮津）

か
な
り
、
「
保
安
」
「
公
共
の
安
全
」に
比
重
の
か
か
っ
た
制
度
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
1
）
白
井
滋
夫
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
犯
罪
者
処
遇
の
実
情
と
刑
事
立
法
改
革
の
動
向
｜
｜
自
由
刑
と
保
安
処
分
を
中
心
と
し
て
、
警
察
研
究
三
七
巻
二
号
、

三
号
、
四
号
、
五
号
、
九
号
、
一O
号
、
昭
和
四
二
年
の
ほ
か
、
宮
津
浩
一
・
前
出
ま
え
が
き
注
（
6

）
お
よ
び
一
注
（
2

）
の
当
該
個
所
参
照
。

（2
）
H
v
a
s
同
窓
口
o
y
g
o
wユ
B
E
R
】
匂O
E
H田
口
げO

問
。
ロ
閉
め
同
尋
問
。
ロ

4
0
ロ
ロ
白
江
田
け
。
。
回
即
日
ロ
戸
別
各
自
由
ロ
内
問
。
吋
的
自
由
ロ

V
U
E
H山
口v
g

回
ロ
件
当
日
ロ
匡
ロ
ロ
向
き
回
開
ユ
自
由

E
H
E

句
。
回
目
立
日
内
出
ロ
仏

m
C
1
m
w

同
三
回
。
。
『
目
。
ロ
・
同
ゆ
∞
「

（3
）
白
井
滋
夫
・
前
出
注
（
l

）
三
七
巻
二
号
、
五
八
頁
以
下
、
宮
津
浩
一
・
前
出
一
注
（2
）
三
八
頁
。

（4
）
の
山
口
付
申
吋
切
け
E
Z
ロ
4
『
2
5
・
N
5
・
何
冊
目
町
宮
田
E
M
H
S
w
v
w
aけ仏
2

守
曲
目
印
】
冊
目
仲
田
∞
ロ
宮
山
由

V
Oロ
色
。
ロ
富
田
白
血
ロ
P
Y
B
Oロ
日
呂
田
け
宮
崎H
1
8
Yけ
・
回
目
ロ
∞
同
ユ
江
】
同
色
。
白
畑
町
内

w－Z
ロ
仏
申
ロ

H
w
o
n
F
S
ロ
ロ
門
同
島
叩
由
国
己
4
2

江
田
5
8

片
品
可
申
山
口
叩
叶
，

O
H
H
H

・0
4
在
。
ロ
・
∞
各
省
N
∞
可
・
切
仏
・
∞N
－
巴
g
－
m
・
ω
ωご
円
一
円
四
0
2

・
山
容g
p
『
o
n
v
g
o
y
o出
向
富
田
ロ
h
v
V
5
8
8

畑
町m
w
z
t句
〉
σ
ロ
。
吋
5
0

ロ
・
∞o
y
d司N
m
可
・
回
仏
・
∞h
y
Hむ
斗ω・
m
－
H
ω
H］
弓
・

（5
）
d
z
巳
伊
吋
E

回
S
F
E
Z

－
ロ
芯
P
H
U
σ巳
P
E
O

回
o
y
m
w
ロ
色
ロ
ロm
m
A
W山
田
砕
石
〉σ回。
吋
H
U佃
吋
ロ
ロ
仏
切
回O
V
2
m
叫
冊
吋
P
E
a
E

崎
町2
Y
け
回
目oy
oロ
冨
盟
国
ロ
胆y
g
申
ロ
ロ

p
o
y
中
お

ロ
ロ
円
四
品
h
m
け
の
切w
一
戸
市
V斗
∞
・

（
6
）
以
下
の
デ
ー
タ
は
、
切
自
己g
E

己
店
吋

m
g
江
田
忠w
w口
同o
g
g
E

ユ
o
p
w
宮
内
回2
m
o
y
d『
o
F
巴
∞
N

に
よ
る
。
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内
z
v

が
実
っ
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
「
処
分
」
は
、

ω
精
神
異
常
犯
罪
者
の
た
め
の
施
設
収
容
処
分
（
第
二
一
条
）
（
第
一
項
は
責
任
無
能
力
者
、
第
二
項
は

責
任
能
力
者
の
収
容
を
規
定
す
る
）
、
似
禁
絶
を
必
要
と
す
る
犯
罪
者
の
た
め
の
施
設
収
容
処
分
（
第
二
二
条
）
、
問
危
険
な
累
犯
者
の
た
め

の
施
設
収
容
処
分
（
い
わ
ゆ
る
「
保
安
監
置
」
｜
第
一
一
一
ニ
条
）
か
ら
な
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
新
刑
法
典
は
、
す
で
に
、
七
年
ほ
ど
の
実
績

を
も
っ
。
処
分
対
象
者
の
数
値
的
推
移
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

いわゆる保安処分の最近の動向（宮津）

こ
の
数
字
の
示
す
と
こ
ろ
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
保
安
処
分
が
、
確
実
に
実
務
上
、
定
着
し
つ
つ
あ
り
、
施
設
の
新
・
改
築
の
状
況

と
併
せ
て
、
期
待
さ
れ
た
役
割
を
は
た
し
て
い
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
ま

オーストリアの保安処分の動向

年度｜鴻I 項 l 21条珂｜ 22条 23条

1975 16 14 54 26 

1976 39 43 103 43 

1977 43 48 80 47 

1978 27 38 66 30 

1979 24 33 65 24 

1980 30 49 67 26 

容§~者8日1数年現在6 収月 106 113 41 80 

プルクスターラー論文740頁による。

オーストリア刑法21条 I 項は， 精神障害性犯罪者のうち， 責任無

能力者の収容処分を規定し， 同日項は， 責任能力者であって，著

しい精神の偏僑のために犯罪を犯した者の収容処分を規定してい

る。

た
、
不
定
期
の
形
で
言
い
渡
さ
れ
る
精
神
障
害
性
犯
罪
者
の
た
め
の
施
設
収

容
処
分
で
も
、
六
年
間
に
収
容
さ
れ
た
一
七
九
名
の
六
O
M

〈
一
二
条
二
君
、

二
二
五
名
の
五
O
W
A
C二
条
二
項
）
が
一
九
八
一
年
六
月
三O
日
現
在
収
容

さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
か
ら
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
不
当
に
長

期
に
わ
た
り
拘
禁
を
継
続
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い

る
。
保
安
監
置
（
二
三
条
）
に
関
し
て
す
ら
、一
九
六
名
の
う
ち
四
一
%
の
み

が
拘
禁
を
継
続
さ
れ
、
収
容
期
間
を
二
年
と
さ
れ
て
い
る
禁
絶
処
分
の
場
合

オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、
人
口
の
割
に
は
、

(6
} 

実
刑
を
科
さ
れ
る
者
の
数
の
多
い
お
国
柄
で
あ
る
。
処
分
に
関
し
て
は
‘
掘

に
は
、
九
%
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

設
面
の
対
応
が
遅
れ
て
い
る
点
を
割
り
引
い
て
考
え
る
余
地
は
あ
る
が
、
そ

れ
で
も
、
右
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
保
安
の
立
場
か
ら
被
収
容
者
に
不
利
な99 



運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
状
況
が
認
め
ら
れ
る
。

(7v 

勿
論
、
処
分
の
現
実
に
は
、
な
お
、
批
判
す
べ
き
問
題
点
が
残
っ
て
い
る
こ
と
は
、
事
実
で
あ
る
。

100 

施
設
面
の
未
整
備
、
対
象
者
の
治
療
・
看
護
に
当
た
る
職
員
、
殊
に
、
「
心
理
療
法
家
」
の
確
保
が
充
分
で
な
い
こ
と
は
問
題
で
あ

る
。
ま
た
、
予
防
処
分
を
効
果
的
に
実
施
す
る
に
つ
い
て
、
「
処
遇
」
の
開
始
時
期
、
収
容
期
間
中
の
診
断
・
治
療
、
仮
退
院
時
の
診

断
・
予
測
、
退
所
後
の
保
護
・
監
督
・
相
談
に
分
け
、
精
神
医
学
者
が
そ
れ
ら
に
い
か
に
対
応
す
る
か
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点

で
の
問
題
性
を
指
摘
し
、
実
務
上
の
取
り
扱
い
へ
の
寄
与
を
は
か
る
ヘ
ル
パ
l
ト
・
ハ
l
ベ
ラ
1
の
論
文
が
あ
る
か
と
思
う
と
、
「
処

分
」
の
導
入
後
に
生
じ
た
多
様
な
実
務
上
の
疑
問
点
を
あ
げ
、
現
状
に
対
し
て
懐
疑
的
な
姿
勢
を
示
す
ウ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
グ
ラ
ッ
ツ

の
報
告
に
も
接
す
る
。
精
神
医
学
に
は
多
種
の
学
派
が
あ
り
、
そ
の
診
断
結
果
も
分
か
れ
る
。
こ
れ
が
現
実
に
現
わ
れ
る
一
つ
の
問
題

点
は
、
「
危
険
性
判
断
と
そ
の
予
測
」
で
あ
っ
て
、
鑑
定
医
の
鑑
定
に
は
か
な
り
パ
ラ
つ
き
が
あ
り
、
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
、
地
方
裁
判

所
ご
と
に
、
「
処
分
対
象
者
」
の
数
に
大
き
な
聞
き
が
あ
り
、
仮
退
院
の
判
定
に
も
差
異
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
、
示
唆
に
富

む
。
カ
ス
パ
l
・
ア
イ
ネ
ム
の
「
保
安
監
置
の
研
究
」
に
お
い
て
も
、
刑
期
終
了
の
後
、
引
き
つ
づ
き
、
そ
の
者
の
危
険
性
の
故
に
、

社
会
防
衛
の
必
要
上
、
「
監
置
」
を
継
続
す
る
こ
と
と
す
る
「
処
分
」
が
、
刑
務
所
の
一
隅
で
行
な
わ
れ
て
い
る
「
レ
ッ
テ
ル
詐
欺
」

の
現
実
が
批
判
さ
れ
て
お
り
、
わ
が
国
が
こ
の
種
の
処
分
の
導
入
を
は
か
ら
な
か
っ
た
決
断
の
正
し
さ
を
知
り
う
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
刑
法
改
正
は
、
全
体
と
し
て
み
た
と
き
、
う
ま
く
い
っ
て
い
る
と
す
る
マ
ン
フ
レ
ッ
ド
・
プ
ル
ク
ス
タ
l
ラ
l

（
刊
以
）

は
、
予
防
処
分
に
つ
い
て
も
、
着
実
に
そ
の
制
度
、
が
機
能
し
て
い
る
と
い
う
評
価
を
下
し
て
い
る
も
の
の
、
精
神
医
療
関
係
者
の
聞
に

は
、
な
お
充
実
を
要
す
る
多
く
の
問
題
点
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
の
あ
る
こ
と
を
知
り
え
た
以
上
、
そ
の
動
向
を
怠
り
な
く
追
跡

(U
) 

し
つ
づ
け
る
必
要
が
あ
る
。
か
つ
て
の
ハ
プ
ス
プ
ル
ク
王
朝
の
全
盛
期
か
ら
み
る
と
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も

国
際
的
影
響
力
の
小
さ
な
国
と
な
っ
た
が
、
比
較
刑
事
政
策
の
観
点
か
ら
は
、
研
究
の
余
地
が
充
分
あ
る
国
で
あ
る
と
言
え
る
。
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本
稿
に
お
い
て
、
西
ド
イ
ツ
、

ス
イ
ス
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
三
国
の
「
改
善
・
保
安
処
分
」
に
関
す
る
最
近
の
動
向
に
つ
い
て
で
き
る

だ
け
正
確
を
期
し
て
、
ま
と
め
て
み
た
。
考
え
て
み
る
と
、
最
近
数
年
間
、
ド
イ
ツ
語
閤
諸
国
の
刑
事
政
策
の
現
状
に
つ
い
て
、
刑

罰
・
処
分
を
中
心
と
し
て
、
何
回
と
な
く
書
い
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
に
は
、
一
言
葉
の
関
係
も
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
何
よ
り

も
、
西
ド
イ
ツ
、
ス
イ
ス
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
三
国
に
関
す
る
限
り
、
入
手
可
能
な
殆
ん
ど
す
べ
て
の
著
書
・
論
文
を
集
め
、
分
析
を

な
し
終
っ
て
い
る
た
め
に
、
何
の
不
安
も
な
く
発
言
を
な
し
う
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
国
々
の
学
者
も
実
務
家
も
、
私

の
希
望
に
応
じ
て
資
料
の
蒐
集
、
わ
ず
ら
わ
し
い
問
い
合
わ
せ
に
、
実
に
良
く
協
力
を
し
て
く
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、
永

年
に
わ
た
り
、
手
が
け
、
発
表
し
つ
づ
け
て
き
た
ピ
プ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
媒
介
と
し
た
信
頼
関
係
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
。

外
国
の
事
情
、
立
法
、
判
例
、
学
説
の
推
移
を
正
確
に
把
え
る
た
め
に
は
、
人
知
れ
ぬ
苦
労
が
い
る
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
、
物
事

を
持
続
す
る
ね
ば
り
強
き
と
些
細
な
こ
と
も
看
過
し
な
い
注
意
力
が
い
る
。
ど
の
よ
う
な
記
事
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
を
自
に
し
た
と

き
、
必
ず
メ
モ
に
と
る
心
が
け
を
い
つ
も
持
ち
続
け
る
こ
と
一
つ
と
っ
て
も
、
片
時
も
心
の
休
ま
る
閑
が
な
い
気
配
り
が
必
要
な
の
で

あ
る
。
冗
談
に
も
せ
よ
、
人
の
知
ら
な
い
こ
と
を
ひ
け
ら
か
そ
う
な
ど
と
い
う
目
立
と
う
精
神
を
抱
い
た
ら
、
そ
の
瞬
間
か
ら
こ
う
い

う
迂
遠
な
仕
事
を
続
け
る
根
気
を
失
う
で
あ
ろ
う
。

た
し
か
に
、
人
の
い
う
よ
う
に
、
自
分
の
や
っ
て
い
る
仕
事
振
り
を
第
三
者
的
に

み
る
な
ら
ば
、

タ
ン
タ
ロ
ス
の
苦
業
に
も
似
た
日
々
で
あ
る
。
多
く
の
著
者
か
ら
送
ら
れ
、
ピ
プ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
と
り
あ
げ
た
論

文
ご
と
に
、
礼
状
の
絵
ハ
ガ
キ
を
書
き
、
送
る
と
い
う
時
間
を
計
算
す
れ
ば
、
い
か
に
も
無
駄
な
労
力
を
費
し
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
。
し
か
し
、
私
は
、
こ
う
し
た
日
常
生
活
を
く
り
か
え
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
問
の
道
を
ふ
み
は
ず
さ
な
い
「
持
続
す
る
魂
」
を
保



持
し
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
外
国
の
法
制
度
や
理
論
を
正
確
に
知
る
こ
と
は
、
至
難
の
わ
ざ
で
あ
る
。
殊
に
、
紙
の
上
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と

と
、
そ
れ
を
現
実
に
実
施
す
る
こ
と
と
は
、
日
本
だ
け
で
な
く
、
欧
米
で
も
、
別
物
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
稿
を
書
き
終
え
た
後
、

ス
イ
ス
、
西
ド
イ
ツ
に
赴
く
。
ベ
ル
ン
大
学
で
の
刑
法
学
者
会
議
に
出
席
す
る
た
め
で
あ
る
が
、
併
せ

て
、
バ
イ
エ
ル
ン
、

ニ
I

ダ

l
ザ
グ
セ
ン
の
三
州
で
「
精
神
病
院
へ
の
収
容
処
分
」
を
受
け
た
「
処
分
対
象
者
」
の
仮
退

ヘ
ッ
セ
ン
、

院
と
そ
の
者
に
対
す
る
「
行
状
監
督
」
「
保
護
観
察
」
の
現
状
を
調
べ
て
こ
よ
う
と
思
っ
て
い
る
。
此
の
旅
行
は
、

一
九
五
七
年
か
ら

五
九
年
ま
で
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ヒ
に
留
学
し
た
第
一
回
の
滞
欧
か
ら
数
え
て
、

一
四
回
目
の
渡
欧
で
あ
る
。
比
較
犯
罪
学
・
比
較
刑
事

政
策
を
志
す
者
と
し
て
、
誠
に
恵
ま
れ
て
い
る
と
思
う
が
、
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
こ
の
研
究
・
見
学
の
た
め
の
旅
行
の
多
く
が
、
小
泉

基
金
の
補
助
に
よ
っ
て
実
現
し
た
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、

一
、
二
ヶ
月
、
半
年
と
い
う
よ
う
に
、
相
当
長
期
に
わ
た
る
期
間
を
要

す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
殆
ん
ど
無
条
件
に
海
外
出
張
を
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
慶
応
義
塾
社
中
の
一
人
で
あ
る
こ

いわゆる保安処分の最近の動向（宮津）

と
の
幸
せ
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

慶
臆
義
塾
創
立
一
O
O
周
年
の
記
念
論
文
集
に
は
、
私
は
、
西
ド
イ
ツ
留
学
中
で
あ
っ
た
た
め
、
寄
稿
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
．
幸
い
に
、
一
二
五
周
年
の
記
念
論
文
集
に
本
稿
を
発
表
で
き
た
。
そ
し
て
、
願
わ
く
ば
、
健
康
と
学
問
的
情
熱
を
永
く
保
持
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
来
る
べ
き
創
立
一
五
O
周
年
に
、
も
う
一
度
、
私
見
を
開
陳
す
る
機
会
を
え
た
い
と
念
じ
て
い
る
。

（
一
九
八
三
年
五
月
三
日
稿
了
〉
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